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○橋本市個別現地訪問支援補助金交付要綱 

令和5年3月31日 

告示第54号 

(趣旨) 

第1条　この告示は、市内への移住を促進することにより地域の活性化を図るため、市内へ

の移住を目的として現地訪問を行う者に対し、予算の範囲内で橋本市個別現地訪問支援補

助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、橋本市補助金

等交付規則(平成20年橋本市規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、こ

の告示の定めるところによる。 

(定義) 

第2条　この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)　東京圏　東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域のうち、条件不利地域(過疎地

域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40

年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)

又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政

令指定都市を除く。)をいう。)及び平成22年から令和2年までの人口減少率が10％以上

の市町村を除いた区域をいう。 

(2)　移住コンシェルジュ　移住相談の窓口業務を行う職員として市が設置する者をいう。 

(補助対象者) 

第3条　補助金の交付の対象となる者は、東京圏に居住する者のうち、市内への移住を検討

し、次条に定める活動を行う者(第5条において「補助対象活動者」という。)とする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象外とする。 

(1)　次条で定める活動に対し、他の補助金を受けている者又は受ける予定がある者。た

だし、橋本市お試し滞在支援事業実施要綱(令和6年橋本市告示第72号)による補助金を

除く。 

(2)　市内の事業所等が行う採用試験又はインターンシップに参加する者 

(3)　市内の事業所等への就職又は転勤が決まっている者 

(4)　学術研究の目的で滞在する予定の者 

(5)　市町村税を滞納している者 

(6)　事業実施年度の4月1日において18歳未満の者 



1/1

(7)　事業実施年度の4月1日において学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する

学校又は同法第124条に規定する専修学校に在学する者 

(補助対象活動) 

第4条　補助金の交付の対象となる活動(以下「補助対象活動」という。)は、次の各号のい

ずれかに該当するものとする。 

(1)　補助金の交付を初めて受ける者の場合　移住コンシェルジュからまち案内及び移住

相談を受ける活動 

(2)　2回目の補助金の交付を受ける者又は今回の補助金の申請日の1年前から同申請日ま

での間にまち案内及び移住相談を受けたことがある者の場合　移住コンシェルジュと

第6条の規定による事前相談をした上で決定した次に掲げるいずれかの活動 

ア　過去に市内に移住した者を訪問する活動 

イ　地域の関係者を訪問する活動 

ウ　仕事関係者(就職希望先等)を訪問する活動 

エ　住まい関係者(空き家所有者、不動産事業者等)を訪問する活動又は空き家の現地確

認を行う活動 

(補助対象経費等) 

第5条　補助対象経費及び補助金の額は、次に定めるとおりとする。 

(1)　補助対象経費　補助対象活動者が補助対象活動を行うために、補助対象活動者の住

所地から補助対象活動を行おうとする場所(最初に到着する場所に限る。)までの移動に

要する合理的かつ経済的な交通費(往路に係る鉄道賃、航空賃及び高速道路利用料に限

る。) 

(2)　補助金の額　別表の基準額又は前号の規定により算出した経費のいずれか低い方の

額。ただし、算出した経費に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

2　前項の補助金の交付対象となる者は、補助対象活動者及び同行者(補助対象活動者が補助

対象活動を行おうとする場所へ同行する者をいう。)とする。ただし、同行者は補助対象

活動者と同一の世帯の者であって、第3条第1号から第5号までの規定に該当しない者に限

る。 

3　前項の補助金の交付対象となる同行者は1名までとする。 

4　第1項の補助金の交付申請は、第2項の補助金交付対象者(当該補助金交付対象者の同一世

帯に属する者を含む。)について、2回を上限とする。 
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(事前相談) 

第6条　補助金の交付の申請をしようとする者は、交付申請前に、移住コンシェルジュに相

談を行わなければならない。 

(交付申請) 

第7条　補助金の交付を希望する者(以下「申請者」という。)は、橋本市個別現地訪問支援

補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 

(1)　活動実績報告書(様式第2号) 

(2)　補助対象者全員分の住民票の写し(発行日から1月以内のもの) 

(3)　補助対象経費に係る領収書の写し 

(4)　補助対象活動者及び満18歳以上の同行者の直近1年分の市町村税の滞納がないこと

を証明する書類(発行日から1月以内のもの) 

2　前項で定める交付申請書類の提出期限は、補助対象活動を行った日から起算して10日を

経過した日とする。 

(交付の決定) 

第8条　市長は、前条の申請書の提出があった場合は、補助金等の交付の適否を審査し、そ

の交付又は不交付について決定するものとする。 

2　前項の規定により当該補助金の交付を決定した場合にあっては、市長はその額について

も併せて決定するものとし、また適正な交付を行うため必要があると認めるときは、条件

を付することができる。 

3　市長は、第1項の規定により補助金の交付又は不交付を決定したときは、橋本市個別現地

訪問支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとす

る。 

(補助金の請求) 

第9条　前条第3項の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、

橋本市個別現地訪問支援補助金交付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。 

(補助金の交付) 

第10条　市長は前条の請求書の提出を受けて、補助金を交付することができる。 

(返還) 

第11条　市長は、補助金の交付を受けた者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交

付を受けたと認めるときは、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。 

(補則) 
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第12条　この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附　則 

この告示は、令和5年4月1日から施行する。 

附　則(令和5年11月16日告示第160号) 

この告示は、令和5年11月16日から施行し、令和5年10月1日から適用する。 

附　則(令和6年1月25日告示第22号) 

この告示は、令和6年4月1日から施行する。 

附　則(令和6年3月29日告示第71号) 

この告示は、令和6年4月1日から施行する。 

附　則(令和7年4月28日告示第109号) 

この告示は、令和7年5月1日から施行する。 

別表(第5条関係) 

(単位：円) 
 

出発地 基準額(補助上限額)
 

鉄道賃及び航空賃 高速道路利用料
 

東京都 20,000 7,200
 

千葉県 20,000 8,000
 

埼玉県 20,000 7,500
 

神奈川県 20,000 6,200


